
 
 

方式審査便覧 
１３．３０ 

１３．３０ 

 

証明書返還請求による証明書返還の 

取扱い 

 

 

提出された証明書の返還については、証明書の提出に係る手続が以下のいずれ

かに該当する場合で証明書に不備がある場合の証明書に限り、証明書の返還請求

書（ 書式第３３ ）が提出された場合は、返還することとする。 

（１）手続の却下（特１８条 ※ 1 ） 

（２）不適法な手続の却下（特１８条の２第１項※ 1、１３３条の２第１項 ※ 2 ） 

（３）手続補正指令（特１７条３項 ※ 3 、１３３条１項、２項※ 2、実２条の２第４

項） 

（４）却下理由通知（特１８条の２第２項※ 1、１３３条の２第２項※ 2） 

（５）方式に違反した場合の決定による却下（特１３３条３項※ 2） 

（６）不適法な審判請求の審決による却下（特１３５条※ 2） 

（７）行政指導の「受理しない旨の通知」 

 

（注）多件一通手続の場合は、全件が上記に該当するときにのみに適用する。 

 

（説明） 

証明書返還請求は、不備のある証明書を提出したときに、不適法な手続の却

下、補正指令、却下理由通知や行政指導の通知を受けた際、その不備のある証

明書の返還を受け、当該証明書の訂正等を行うことにより再提出を簡便にし、

手続者の便宜に資するものである。 

 
（改訂平成２３・１１）  

 
 
 
 

                                                 
※ 1  特１８条、１８条の２第１項、２項：実２条の５第２項、意６８条２項、商７７条２

項において準用  
※ 2  特１３３条１項、２項、３項、１３３条の２第１項、２項、１３５条：実４１条、意

５８条２項、商５６条１項において準用  
※ 3  特１７条３項：意６８条２項、商７７条２項において準用  
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